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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続されたディスクアレイ装置に装着され、上記ディスクアレイ装置の
設定を行うディスクアレイ装置の保守用端末において、
　導通ピンを挿入又は挿出することにより、上記ディスクアレイ装置の設定の第１の状態
と第２の状態とを選択的に切り替え可能とする複数の設定端子と、
　上記設定の第１の状態又は第２の状態に対応して複数の表示素子の点灯及び消灯による
状態表示を可能とする発光表示素子とを備え、
　上記発光表示素子に上記設定の第１の状態又は第２の状態に対応する個別パターンの点
灯を行うと共に、上記ネットワークに接続された操作用端末の画面にも上記個別パターン
と同じパターンを表示させることを特徴とする
　ディスクアレイ装置の保守用端末。
【請求項２】
　請求項１記載のディスクアレイ装置の保守用端末において、
　上記複数の設定端子に対する上記導通ピンの挿入又は挿出により、上記設定の第１の状
態又は第２の状態に対応する上記ネットワーク上の識別番号を示すＩＰアドレスを強制的
に初期設定に戻し、上記ディスクアレイ装置に対する入力操作を許可するパスワードを初
期化することを特徴とする
　ディスクアレイ装置の保守用端末。
【請求項３】
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　請求項１記載のディスクアレイ装置の保守用端末において、
　上記複数の設定端子に対する上記導通ピンの挿入又は挿出により、上記発光表示素子に
現在の上記設定の第１の状態又は第２の状態又はエラーコードを表示させることを特徴と
する
　ディスクアレイ装置の保守用端末。
【請求項４】
　請求項１記載のディスクアレイ装置の保守用端末において、
　複数台の上記ディスクアレイ装置に対して、いくつかのグループに分けて設定を行う際
に、上記操作用端末からの要求に応じて、設定対象のディスクアレイ装置の上記発光表示
素子にはあるパターン点灯を行い、それ以外のディスクアレイ装置の上記発光表示素子に
は消灯を行うようにしたことを特徴とする
　ディスクアレイ装置の保守用端末。
【請求項５】
　請求項１記載のディスクアレイ装置の保守用端末において、
　上記ディスクアレイ装置内に保守用端末が２台設けられ、上記２台の保守用端末のうち
稼動端末に障害が発生すると待機端末が上記稼動端末に置き換わり、上記待機端末は常に
電源オン状態であって上記待機端末の上記発光表示素子には消灯を行わないことを特徴と
する
　ディスクアレイ装置の保守用端末。
【請求項６】
　請求項１記載のディスクアレイ装置の保守用端末において、
　上記複数の設定端子は導通用のジャンパピンが挿入されるジャンパコネクタであり、上
記発光表示素子は発光ダイオードであることを特徴とする
　ディスクアレイ装置の保守用端末。
【請求項７】
　請求項１記載のディスクアレイ装置の保守用端末において、
　上記複数の設定端子はスイッチであり、上記発光表示素子は液晶パネルであることを特
徴とする
　ディスクアレイ装置の保守用端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保守用端末として利用するディスクアレイ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ディスクアレイ装置には、サービスプロセッサ（ＳＶＰ）等の付属の保守用端末
が設けられていたが、この他に複数のディスクアレイ装置に対してネットワークを介して
接続されて遠隔地に配置されたリモートコンソール(ＲＭＣ)が設けられ、このリモート端
末による１箇所から複数の装置への操作及び保守管理が行われていた（特許文献１参照）
。
【０００３】
　さらにリモート端末からのディスプレイ・キーボードによる操作が可能となったため、
原価低減の目的からディスクアレイ装置付属の保守用端末からディスプレイとキーボード
をなくすようにした。
【特許文献１】特開２００２－１５７２１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、そのようなディスクアレイ装置に対し、何らかの接続時の障害が発生し、特
にリモート端末からの接続に失敗する障害が発生した場合に、リモート端末のディスプレ
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イ画面からディスクアレイ装置の設定内容を参照することができないという不都合があっ
た。
【０００５】
　このような場合には、ディスクアレイ装置の接続されているネットワークにパーソナル
コンピュータ(ＰＣ)を接続して、パーソナルコンピュータ(ＰＣ)からネットワークを介し
てディスクアレイ装置にアクセスした後にようやく設定内容を参照することになるため、
設定状態を容易に参照することができない。
【０００６】
　そこで、本発明では、ディスクアレイ装置の設定を行うことができると共に、その設定
内容を容易に確認することができるディスクアレイ装置の保守用端末を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決し、本発明の目的を達成するため、本発明のディスクアレイ装置の保守
用端末は、導通ピンを挿入又は挿出することにより、ディスクアレイ装置の設定を選択的
に切り替え可能とする複数の設定端子が設けられている。これにより、複数の設定端子に
対して導通ピンを選択的に挿入又は挿出することができるので、導通ピンの複数の設定端
子に対する挿入又は抜き出しの操作のみで簡単にディスクアレイ装置の設定を行うことが
できる。
【０００８】
　また、本発明のディスクアレイ装置の保守用端末は、複数の設定端子に対する導通ピン
の選択的挿入又は挿出により、選択的に切り替えられたディスクアレイ装置の設定状態に
対応して複数の表示素子の点灯及び消灯による状態表示を可能とする発光表示素子を備え
ている。これにより、ディスクアレイ装置の設定状態を複数の表示素子の点灯及び消灯に
よる表示により目視で確認することができる。
【０００９】
　これにより、複数の発光表示素子と複数の設定端子を保守用端末に搭載し、ネットワー
クを介してディスクアレイ装置に対してリモート端末を接続しない状況においても、ディ
スクアレイ装置のネットワーク内の設定状態等の情報取得や設定を行うことができる。ま
た、複数の設定端子に対する導通ピンの選択的挿入又はリモート端末からの遠隔要求によ
り複数の発光表示素子の点灯及び消灯による状態表示によりディスクアレイ装置のネット
ワーク内の接続確認等を行うことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ディスクアレイ装置の設定を行うことができると共に、その設定内容
を容易に確認することができるディスクアレイ装置の保守用端末を得ることができる。特
に、複数の発光表示素子は通常時に接続確認のためのネットワーク内での設定状態を示す
個別のパターンを点灯させることができる。また、複数の設定端子に対する導通ピンの選
択的挿入や操作用端末やホストからの遠隔要求にしたがって点灯パターンを変化させるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、本発明の実施の形態について、適宜図面を参照しながら説明する。
　まず、本発明の実施の形態のディスクアレイ装置の保守用端末が適用されるディスクア
レイ装置を説明する。
【００１２】
　図１２は、本発明に関わるディスクアレイ装置を示した図である。図１２において、制
御を司るコントロールユニット(ＤＫＣ)１２３に対して、データの保存を行うディスクア
レイユニット（ＤＫＵ－Ｌ２）１２１、ディスクアレイユニット（ＤＫＵ－Ｌ１）１２２
、ディスクアレイユニット（ＤＫＵ－Ｒ１）１２４、ディスクアレイユニット（ＤＫＵ－
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Ｒ２）１２５が同一の筐体内に配置されている。
【００１３】
　図１３は、本発明に関わるディスクアレイ装置の保守端末搭載の位置を示した図である
。図１３において、図１２に示したコントロールユニット(ＤＫＣ)１２３の後面１３３に
、稼動用の保守用端末１３１と、待機用の保守用端末１３２が設けられている。このよう
に稼動用の保守用端末１３１及び待機用の保守用端末１３２を設ける理由は、各ディスク
アレイユニット１２１，１２２，１２４，１２５に対して、それぞれバックアップのため
に存在する論理的な保存領域ＬＵ１，ＬＵ２に対して設定を行うことができるようにする
ためである。
【００１４】
　図１は、本発明に関わるディスクアレイ装置の保守端末搭載のＬＥＤとＪＰを示した図
である。図１において、図１３に示した稼動用の保守用端末１３１及び待機用の保守用端
末１３２には、８つの発光素子を２列に配列した発光表示素子としての発光ダイオード（
ＬＥＤ）１と、導通用のジャンパピン５が挿入される３つの設定端子としてのジャンパコ
ネクタ（ＪＰ１）２、ジャンパコネクタ（ＪＰ２）３、ジャンパコネクタ（ＪＰ３）４が
同一面上に装着されている。
【００１５】
　図４は、本発明に関わるＬＥＤを用いた接続確認を行う接続を示した図である。図４に
おいて、図１に示した保守用端末のジャンパコネクタ（ＪＰ１）による設定状態を表示す
る発光ダイオード（ＬＥＤ）４１－１を装着したディスクアレイ装置４１と、ジャンパコ
ネクタ（ＪＰ２）による設定状態を表示する発光ダイオード（ＬＥＤ）４２－１を装着し
たディスクアレイ装置４２と、ジャンパコネクタ（ＪＰ３）による設定状態を表示する発
光ダイオード（ＬＥＤ）４３－１を装着したディスクアレイ装置４３とがネットワーク４
４を介して、操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５に接続されている。
【００１６】
　図４に示される接続において、ディスプレイ・キーボードを実装せずに、各ディスクア
レイ装置４１，４２，４３に装着されている発光ダイオード（ＬＥＤ）４１－１、４２－
１、４３－１及びジャンパコネクタ（ＪＰ１）、（ＪＰ２）、（ＪＰ３）を配置した保守
用端末に対してネットワーク４４を通して操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５から
リモート接続を行う。
【００１７】
　まず、第１の実施の形態例として、初期化設定を行う場合を説明する。
　上述した図４の接続において、操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５からネットワ
ーク４４を介して各ディスクアレイ装置４１，４２，４３に装着されている保守用端末に
対してリモート接続が不可である場合に、初期化設定を行う。これにより、リモート接続
不可のときに初期化設定を行うことにより、障害を解消することができる。
【００１８】
　ここでは、上述したリモート接続を実現させるために、各ディスクアレイ装置４１，４
２，４３に装着されている保守用端末のネットワーク上の識別番号を示すＩＰアドレスを
強制的に初期設定し戻し、各ディスクアレイ装置４１，４２，４３に対する入力操作を許
可するパスワードを初期化する。初期化設定を行う場合には、例えば、ジャンパコネクタ
（ＪＰ１）、（ＪＰ２）、（ＪＰ３）の全てに導通用のジャンパピン５を挿入するように
してもよい。
【００１９】
　次に、第２の実施の形態例として、ＩＰアドレス表示、ＩＰアドレス点灯を行う場合を
説明する。
　上述した図４の接続において、操作用パーソナルコンピュータ（ＰＣ）４５からネット
ワーク４４を介して各ディスクアレイ装置４１，４２，４３に装着されている保守用端末
に対してリモート接続が不可である場合に、各ディスクアレイ装置４１，４２，４３に装
着されている保守用端末のＩＰアドレスを参照する必要がある。そのときに、各ディスク
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アレイ装置４１，４２，４３に装着されている保守用端末のジャンパコネクタ（ＪＰ１）
、（ＪＰ２）、（ＪＰ３）に導通用のジャンパピン５を挿入し、発光ダイオード（ＬＥＤ
）４１－１、４２－１、４３－１にＩＰアドレスを表示する。これにより、ＩＰアドレス
を表示させて、リモート接続が不可の原因を検査することができる。
【００２０】
　まず、第１のＩＰアドレスの表示例を示す。
　発光ダイオード（ＬＥＤ）の８つの発光素子を用いて１バイトごとに２進数で数字を示
す。ここでは、発光ダイオード（ＬＥＤ）の消灯は「０」を示し、点灯は「１」を示す。
「０」を表示する前には反転状態を０．１秒間１回挿入し、区切りを明確にする。
【００２１】
　表示方法の例を図８に示す。図８において、横軸は時間（ｔ）を示し、８１で示す１回
目の点灯では発光ダイオード（ＬＥＤ）８１－１の点灯及び消灯は「０１１１１１１０」
を示す。８２で示す２回目の点灯８２では発光ダイオード（ＬＥＤ）８２－１の全消灯の
「００００００００」の直前に反転状態となる全点灯の「１１１１１１１１」を０．１秒
間１回挿入する。８３で示す３回目の点灯では発光ダイオード（ＬＥＤ）８３－１の全点
灯の「１１１１１１１１」を示す。８４で示す４回目の点灯では発光ダイオード（ＬＥＤ
）８４－１の点灯及び消灯は「００００１１１１」を示す。従って、第１回目から第４回
目までの点灯時の２進数表示を１０進数表示に直すと、ＩＰアドレス８６は、「１２６，
０，２５５，１５」となる。
　なお、第１回目から第４回目までの点灯時の直前には消灯８５－１、８５－２、８５－
３、８５－４が挿入される。
　次に、第２のＩＰアドレスの表示例を示す。
【００２２】
　ここでは、発光ダイオード（ＬＥＤ）の８つの発光素子の点灯数が１０進数字を示す。
「９」は「８」と「１」を０．５秒間隔で交互に点灯することにより表現する。「０」と
「８」を表示する前には反転状態を０．１秒間１回挿入し、区切りを明確にする。
　表示方法の例を図９に示す。図９において、９１－１で示す１－１回目の点灯では発光
ダイオード（ＬＥＤ）９１－１－１の点灯数は「０００００００１」であるため「１」を
示す。９１－２で示す１－２回目の点灯では発光ダイオード（ＬＥＤ）９１－２－１の点
灯数の「１１１１１１１１」と９１－２－２の点灯数の「０００００００１」を０．５秒
間隔で交互に点灯するものであるため「９」を示す。９１－３で示す１－３回目の点灯で
は発光ダイオード（ＬＥＤ）９１－３－１の点灯数の「１１１１１１１１」の直前に反転
状態９１－３－２の「００００００００」を０．１秒間１回挿入するものであるため「８
」を示す。
【００２３】
　９２－１で示す２－１回目の点灯では発光ダイオード（ＬＥＤ）９２－１－１の点灯数
の「００００００００」の直前に反転状態９２－１－２の「１１１１１１１１」を０．１
秒間１回挿入するものであるため「０」を示す。９２－２で示す２－２回目の点灯では発
光ダイオード（ＬＥＤ）９２－２－１の点灯数の「１１１１１１１１」と９２－２－２の
点灯数の「０００００００１」を０．５秒間隔で交互に点灯するものであるため「９」を
示す。９２－３で示す２－３回目の点灯では発光ダイオード（ＬＥＤ）９２－３－１の点
灯数は「０００００１１１」であるため「３」を示す。
【００２４】
　９３－１で示す３－１回目の点灯では発光ダイオード（ＬＥＤ）９３－１－１の点灯数
は「００００００１１」であるため「２」を示す。９３－２で示す３－２回目の点灯では
発光ダイオード（ＬＥＤ）９３－２－１の点灯数は「００００１１１１」であるため「４
」を示す。９３－３で示す３－３回目の点灯では発光ダイオード（ＬＥＤ）９３－３－１
の点灯数は「０１１１１１１１」であるため「７」を示す。
【００２５】
　９４－１で示す４－１回目の点灯では発光ダイオード（ＬＥＤ）９４－１－１の点灯数
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の「００００００００」の直前に反転状態９４－１－２の「１１１１１１１１」を０．１
秒間１回挿入するものであるため「０」を示す。９４－２で示す４－２回目の点灯では発
光ダイオード（ＬＥＤ）９４－２－１の点灯数は「０００００００１」であるため「１」
を示す。９４－３で示す４－３回目の点灯では発光ダイオード（ＬＥＤ）９４－３－１の
点灯数は「０００００１１１」であるため「３」を示す。
【００２６】
　また、第３の実施の形態例として、状態表示、状態ごとのエラーコード点灯を行う場合
を説明する。
　ここでは、各ディスクアレイ装置４１，４２，４３に装着されている現在の保守用端末
の状態、エラーコードを表示させる。表示方法の例を図１１に示す。図１１において、発
光ダイオード（ＬＥＤ）１１５の１１５－０で示すＬＥＤ０～１１５－３で示すＬＥＤ３
、１１５－４で示すＬＥＤ４～１１５－７で示すＬＥＤ７の点灯表示に対応して表１１６
で示す意味１１６－２及び状態１１６－３が割り当てられている。
【００２７】
　表１１６において、ＬＥＤ０の点灯は保守端末起動中を意味し、保守端末起動時のオン
状態である。ＬＥＤ１の点灯はモディファイモードを意味し、モディファイモード時のオ
ン状態である。ＬＥＤ２の点灯はウエブコンソール使用可能を意味し、使用可能時のオン
状態である。ＬＥＤ３の点灯は保守端末異常検出を意味し、検出時のオン状態である。Ｌ
ＥＤ４の点灯はエラーコードビット０（ＭＳＢ）を意味する。ＬＥＤ５の点灯はエラーコ
ードビット１を意味する。ＬＥＤ６の点灯はエラーコードビット２を意味する。ＬＥＤ７
の点灯はエラーコードビット３（ＬＳＢ）を意味する。
【００２８】
　エラーコードビット１１７において、「００００」は正常動作中を意味する。「０００
１」は強制初期化中を意味する。「００１０」はバックグラウンド異常検出を意味する。
「００１１」はウエブコンソール初期化失敗を意味する。
【００２９】
　これにより、複数のエラー要因がある場合はコードを１秒間隔で連続表示する。操作用
パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５からネットワーク４４を介して各ディスクアレイ装置
へのサーチによるブロードキャストに対する返信が無い場合に保守用端末のタスクが正常
であることを確認できる。
【００３０】
　以下に、ＬＥＤの制御仕様を説明する。
　保守用端末の起動が終了したときにＬＥＤ０が点灯するようにディスクアレイ装置によ
りＬＥＤ０が制御される。このランプが点灯すればログインして保守用端末を使用可能に
なる。
【００３１】
　ＬＥＤ１は、保守用端末がモディファイモードに変更したときに点灯するようにディス
クアレイ装置によりＬＥＤ１が制御される。ビューモードに戻したら消灯するように制御
される。
【００３２】
　ＬＥＤ２は、ウエブアクセス準備プロセスがレディーになったときに点灯するようにデ
ィスクアレイ装置によりＬＥＤ２が制御される。この状態は、ウエブコンソールがログイ
ン可能な状態である。リフレッシュ中はＬＥＤ２消灯するように制御され、再度レディー
になったときに点灯するようにする制御される。
【００３３】
　ＬＥＤ４～ＬＥＤ７によるエラーコード表示では、エラーを検出したアプリケーション
が外部ＩＯ制御タスクに対してエラーコードを通知するようにディスクアレイ装置により
ＬＥＤ４～ＬＥＤ７が制御される。外部ＩＯ制御タスクは通知されたエラーコードを保守
用端末内に記憶しＬＥＤ４～ＬＥＤ７により表示する。複数のエラーコードが報告された
場合はそれらのエラーコードを一定間隔で連続表示する。エラーコードは４ビットで０～
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１５までとする。
【００３４】
　また、第４の実施の形態例として、接続確認を行う場合を説明する。
　図４に示した操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５からネットワーク４４を介して
各ディスクアレイ装置４１，４２，４３に装着されている保守用端末に対してリモート接
続による接続の接続確認を行う。ディスクアレイ装置同士はネットワーク４４（ＬＡＮ）
で接続されており、複数のディスクアレイ装置が接続されている。保守時にそのネットワ
ーク４４（ＬＡＮ）への接続ケーブルを抜き、ディスクアレイ装置一台のみと通信するこ
とも可能であるが、保守中にディスクアレイ装置同士のネットワーク４４（ＬＡＮ）を切
断することは他の装置のエラー発生時に障害通知が送信不可となる。また、数十台のディ
スクアレイ装置に対して保守作業を行う場合には、１台ごとに操作端末を接続し直してネ
ットワーク４４（ＬＡＮ）接続を変更するよりも、全てのディスクアレイ装置と接続でき
る操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５を使用して保守を行う方が作業量を少なくで
き、誤りがない。
【００３５】
　図２は、本発明に関わるＬＥＤを用いた接続確認を行う手順を示した図である。
　図２において、まず、操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５をネットワーク４４（
ＬＡＮ）に接続し(ステップＳ１)、操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５からネット
ワーク４４（ＬＡＮ）を介してブロードキャスト送信により接続確認のためのサーチを実
行する(ステップＳ２)。操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５は、各ディスクアレイ
装置４１，４２，４３から製造番号情報を受信すると(ステップＳ３)、ＩＰアドレス及び
製造番号を指定して接続を実行する(ステップＳ４)。
【００３６】
　ここで、操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５から各ディスクアレイ装置４１，４
２，４３に対してリモート接続を実行し(ステップＳ５)、操作用パーソナルコンピュータ
(ＰＣ)４５のディスプレイ画面に指定した各ディスクアレイ装置４１，４２，４３の接続
状態を示すＬＥＤパターンの表示をして(ステップＳ６)、各ディスクアレイ装置４１，４
２，４３の接続状態を示すＬＥＤ点灯パターンの確認をする(ステップＳ７)。実際の各デ
ィスクアレイ装置４１，４２，４３の保守用端末のＬＥＤ点灯パターンと操作用パーソナ
ルコンピュータ(ＰＣ)４５のディスプレイ画面のＬＥＤ点灯パターンとを比較して(ステ
ップＳ８)、一致すればディスクアレイ装置と接続が成立し(ステップＳ９)、一致しなけ
れば装置と接続が成立しない(ステップＳ１０)。
【００３７】
　上述したように図２に示す手順でリモート接続を行う際に、図３に示す操作用パーソナ
ルコンピュータ(ＰＣ)４５から保守端末へ接続を行う画面３１上で、ＩＰアドレスや製造
番号のリストに基づいて接続を行うが、ＩＰアドレスや製造番号を誤って認識していると
、意図したものとは異なる接続が行われる。例えば、ディスクアレイ装置にＩＰアドレス
と製造番号を示すラベルが貼ってあり、そのラベルが間違って貼られている状況などが考
えられる。これにより、ディスクアレイ装置の保守端末上のＬＥＤにネットワーク４４（
ＬＡＮ）内での個別パターンの点灯を行い、また、操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)
４５の画面にも同じパターンを表示することにより、その目視確認によって接続確認を行
うことができる。
【００３８】
　接続の確認状態を図４に示す。図４においては、操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)
４５の画面に表示されるディスクアレイ装置４３の接続状態を示すＬＥＤ点灯パターン「
２」とディスクアレイ装置４３の保守用端末のＬＥＤ点灯パターン「２」とが一致して、
接続確認を目視により行うことができる例を示している。
　これは部品交換を要する保守設定において、違うビルなど遠隔から交換設定を行い、別
の保守員が現場で部品交換のみを行う際にも、このようにしてＬＥＤパターンを確認する
ことでディスクアレイ装置を誤りなく選択することができる。
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【００３９】
　また、第５の実施の形態例として、グループＩＤ点灯を行う場合を説明する。
　複数台のディスクアレイ装置に対して、いくつかのグループに分けて設定を行う際のグ
ループ分け確認を行う。複数のディスクアレイ装置への設定を同時に行うことは、一台ご
とにリモート接続して設定するよりも手間がかからず、設定ミスが起こらない。しかし、
ディスクアレイ装置を選択する際にＩＰアドレスと製造番号だけでは誤認が発生する恐れ
がある。そのため、これにより、操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)４５から複数台の
ディスクアレイ装置への設定時に設定対象のディスクアレイ装置の保守端末にはあるＬＥ
Ｄパターン点灯の要求を行い、それ以外のディスクアレイ装置の保守端末にはＬＥＤ消灯
の要求を行い、目視確認することで設定対象の確認を一度に行うことができる。
【００４０】
　このときのグループ設定を行う設定画面を図５、接続図を図６、保守員の操作と装置の
動作を図７に示す。図５において、グループ設定を行う設定画面５１には、設定対象のデ
ィスクアレイ装置の保守端末におけるＬＥＤ点灯パターン５２と、このとき選択設定され
ているディスクアレイ装置のＩＰアドレスと製造番号５３と、設定キー５４及び解消キー
５５が表示される。また、図６において、操作用端末６８からネットワーク６７を介して
、設定対象のディスクアレイ装置６１，６３，６４の保守端末にはＬＥＤパターン点灯「
１」の要求を行い、それ以外のディスクアレイ装置６２，６５，６６の保守端末にはＬＥ
Ｄ消灯の要求を行う例を示している。
【００４１】
　図７において、保守員操作側では、ディスクアレイ装置の同時設定を開始すると(ステ
ップＳ１１)、設定条件を決定し(ステップＳ１２)、接続確認の送信により接続中のディ
スクアレイ装置を検出する(ステップＳ１３)。このとき、ディスクアレイ装置動作側では
、接続確認を受信して、ＩＰアドレスと製造番号を返信する(ステップＳ２１)。保守員操
作側では、設定を実行するディスクアレイ装置を選択して(ステップＳ１４)、膳装置へ選
択有無とＬＥＤパターンを送信する(ステップＳ１５)。
【００４２】
　このとき、ディスクアレイ装置動作側では、受信したＬＥＤパターンを点灯して、未選
択であれば消灯する(ステップＳ２２)。保守員操作側では、ディスクアレイ装置のＬＥＤ
点灯パターンを目視確認して(ステップＳ１６)、設定条件の送信により設定を実行する(
ステップＳ１７)。このとき、ディスクアレイ装置動作側では、設定を実行し、終了後に
設定結果を送信する(ステップＳ２３)。保守員操作側では、設定結果を確認して、設定を
終了する(ステップＳ１８)。ディスクアレイ装置動作側では、ＬＥＤ点灯を元に戻す(ス
テップＳ２４)。
【００４３】
　また、第６の実施の形態例として、稼動端末と待機端末の区別を行う場合を説明する。
　上述したように、ディスクアレイ装置内で保守端末は図１３に示す稼動用の保守用端末
１３１及び待機用の保守用端末１３２の２台実装されており、稼動用の保守用端末１３１
に障害が発生すると、待機用の保守用端末１３２が稼動用の保守用端末１３１に置き換わ
る。待機用の保守用端末１３２は常に電源オン状態であり、通常どちらが稼動用の保守用
端末１３１であるか区別はつかない。そこで待機用の保守用端末１３２には通常接続確認
の個別パターンのＬＥＤ点灯を行わないことで区別するようにすることにより、稼動端末
と待機端末の区別を容易に行うことができる。
【００４４】
　図１０は、本発明に関わるＬＥＤ表示の状態遷移図を示した図である。図１０において
、スタート１０４して、ＬＥＤ消灯１０１に状態遷移する。稼動／待機ＰＣ１０５－１の
イベントに対して固有ＬＥＤパターン点灯１０５－２の動作を行った後に、イベント待ち
１０２に状態遷移する。
【００４５】
　このとき、ジャンパコネクタ（ＪＰ２）セット１０６－１のイベントに対してＩＰアド
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とき、ジャンパコネクタ（ＪＰ３）セット１０７－１のイベントに対して状態／エラーコ
ード表示１０７－２の動作を行った後に、状態表示１０３に状態遷移する。このとき、ジ
ャンパコネクタ（ＪＰ３）除去１０８－１のイベントの後に、稼動／待機ＰＣ１０９－１
のイベントに対して固有ＬＥＤパターン点灯／消灯１０９－２の動作を行った後に、イベ
ント待ち１０２に状態遷移する。
【００４６】
　このとき、ＬＥＤ点灯セット１１０－１のイベントに対してＬＥＤ点灯１１０－２の動
作を行った後に、イベント待ち１０２に戻る。また、このとき、ＬＥＤ消灯セット１１２
－１のイベントに対してＬＥＤ消灯及びリセット１１２－２の動作を行った後に、ＬＥＤ
消灯１０１に状態遷移する。また、このとき、切替指示１１１－１のイベントに対して稼
動／待機切替１１１－２の動作を行った後に、ＬＥＤ消灯１０１に状態遷移する。また、
このとき、終了イベント１１３－１に対してスレッド終了１１３－２の動作を行った後に
、終了１１４する。
【００４７】
　また、上述した実施の形態に示した導通用のジャンパピンが挿入されるジャンパコネク
タ及び発光ダイオードに限らず、スイッチ及び液晶パネルを適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に関わるディスクアレイ装置の保守端末搭載のＬＥＤとＪＰを示した図で
ある。
【図２】本発明に関わるＬＥＤを用いた接続確認を行う手順を示した図である。
【図３】本発明に関わる操作端末から保守端末へ接続を行う画面を示した図である。
【図４】本発明に関わるＬＥＤを用いた接続確認を行う接続を示した図である。
【図５】本発明に関わるＬＥＤを用いたグループ設定を行う設定実行画面を示した図であ
る。
【図６】本発明に関わるＬＥＤを用いたグループ設定を行う接続を示した図である。
【図７】本発明に関わるＬＥＤを用いたグループ設定を行う保守員操作と装置の動作を示
した図である。
【図８】本発明に関わる８つのＬＥＤとＩＰアドレス表示方法を示した図である。
【図９】本発明に関わる８つのＬＥＤと他のＩＰアドレス表示方法を示した図である。
【図１０】本発明に関わるＬＥＤ表示の状態遷移図を示した図である。
【図１１】本発明に関わるＬＥＤのエラー表示の仕様を示した図である。
【図１２】本発明に関わるディスクアレイ装置を示した図である。
【図１３】本発明に関わるディスクアレイ装置の保守端末搭載の位置を示した図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１…ＬＥＤ、２…ジャンパコネクタ（ＪＰ１）、３…ジャンパコネクタ（ＪＰ２）、４
…ジャンパコネクタ（ＪＰ３）、３１…操作端末から保守端末へ接続を行う画面、４１～
４３…ディスクアレイ装置、４１－１～４３－１…保守端末の発光ダイオード（ＬＥＤ）
、４４…ネットワーク、４５…操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)、４６…操作用パー
ソナルコンピュータ(ＰＣ)の画面、４７…操作用パーソナルコンピュータ(ＰＣ)画面上の
ＬＥＤ表示
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              特開昭５５－０４７７４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２１６３４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　３／００、３／０６－３／０８
              Ｇ０６Ｆ　１３／００
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